
様式第121号の2

自動車税継続検査（構造等変更検査）用納税証明書交付申請書

宮城県 県税事務所長 殿

　下記自動車について，自動車税種別割の滞納がないことの証明書を交付してください。

申 請 年 月 日 年 月 日

申 請 者
（署名または記名捺印） 電話 （ ） 

登 録 番 芍ロ 宮城・宮・仙台

車 ムロ 番 芍ロ 下4桁の番号

所 有 者（使用者）
の 氏 名（名 称）

※ 記載事項不備の場合は，運転免許証等により本人の確認ができた場合を除き，交付できません。

車検証の住所・氏名と現住所・氏名（婚姻等により姓が変わった場合）が異なる場合は下記に
御記入願います。

（郵便番号 ） 
住 所

氏 名

争目 話 番 可口 （ ） 

受 任 者 氏 名
（代行者氏名）

注）「自動車税継続検査（構造等変更検査）用納税証明書」は，継続検査又は構造等変更検査を受ける場合に
限り申請することができます。
なお， 継続検査（構造等変更検査）用以外の自動車税納税証明書を申請するときには， 納税義務者
からの委任状（納税義務者本人が運転免許証・健康保険証等を提示した場合を除く。）• 印鑑· 手数料が
必要です。

-------------------------- . 

県機関使用欄（この欄は， 記入不要です。）

発 行 区 分 1 証 明 書 2 納 付 書 3保
（
安

証
自 動基

明

車
準

印
検適
）

査合
押
票証

印

発 行 番 弓ロ 第 芍に 口 運転免許証確認

車検有効満了日 年 月 日
摘

契 印
’、

送 付 先 入 力日 年 月 日
要

送付先入力処理者
24
印





用紙の提出にあたって 

１ 当該様式は宮城県用です。他の自治体への申請には使用しないでください。 

２ 記入に際して不明な点等ございましたら，下記の事務所までご相談ください。 

① 大河原県税事務所

〒９８９－１２４３ 柴田郡大河原町字南１２９－１ 大河原合同庁舎１階 

電話 ０２２４－５３－３１１２   ＦＡＸ ０２２４－５３－１４３８ 

② 仙台南県税事務所

〒９８２－００１１ 仙台市太白区長町７－２２－２０ 

電話 ０２２－２４８－２９８６   ＦＡＸ ０２２－２４９－４０９８ 

③ 仙台中央県税事務所

〒９８０－００１１ 仙台市青葉区上杉１－２－３ 自治会館１階 

電話 ０２２－７１５－０６２５   ＦＡＸ ０２２－２１５－１５８５ 

④ 仙台中央県税事務所 扇町出張所

〒９８３－００３４ 仙台市宮城野区扇町３－３－１０（交通会館内） 

電話 ０２２－２３２－５７０２   ＦＡＸ ０２２－２３２－５７１０ 

⑤ 仙台北県税事務所

〒９８１－８５１０ 仙台市青葉区堤通雨宮町４－１７ 仙台合同庁舎３階 

電話 ０２２－２７５－９１２２   ＦＡＸ ０２２－２７３－９９２９ 

⑥ 塩釜県税事務所

〒９８５－００２４ 塩竈市錦町５－２８ 

電話 ０２２－３６５－４１９４   ＦＡＸ ０２２－３６２－５６９４ 

⑦ 北部県税事務所

〒９８９－６１１７ 大崎市古川旭４－１－１ 大崎合同庁舎３階 

電話 ０２２９－９１－０７０４   ＦＡＸ ０２２９－２３－６１３８ 

⑧ 北部県税事務所栗原地域事務所

〒９８７－２２５１ 栗原市築館藤木５－１ 栗原合同庁舎２階 

電話 ０２２８－２２－２１２３   ＦＡＸ ０２２８－２２－９４３８ 

⑨ 東部県税事務所

〒９８６－０８５０ 石巻市あゆみ野５丁目７番地 石巻合同庁舎３階 

電話 ０２２５－９５－１５２０   ＦＡＸ ０２２５－９３－９０２０ 

⑩ 東部県税事務所登米地域事務所

〒９８７－０５１１ 登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５ 登米合同庁舎２階 

電話 ０２２０－２２－６１１４   ＦＡＸ ０２２０－２２－８１６２ 

⑪ 気仙沼県税事務所

〒９８８－０１８１ 気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６ 気仙沼合同庁舎１階 

電話 ０２２６－２４－２５３１   ＦＡＸ ０２２６－２４－３０９６ 




